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米lfl州制定法にみる「学校選択自由化」

－ミネソタ州「中等後教育選択法」を事例として－

StateLegislationandSchoolChoice

-Minnesota'sPost-secondaryEnrollmentOptionｓ（PSEＯ）Act－

犬塚典子

Ｍ〕γｉＡｏＪｉｚ刎馳lcq
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会変動と教育政策に関する一般理論を構築していく上で

無意味な作業とは言えないであろう。また，近年のアメ

リカ教育行政研究においては，現代公教育が直miiしてい

る重要な政獺課題の解決にＩ仔与することを目指す，「政

策科学的志向」をもつ研究が増大しており，そのなかで

も，「教育自由化」研究は一つの領域をつくりつつある。

このような社会的・学問的流れの中で，小論は，特に，

これまであまり顧みられてこなかった，米国州制定法に

よる同[''化政策に焦点を§Ｈてるに，

アメリカではⅢ公教育の櫛Hl1運営は，従来地方学区に

委ねられてきたが，公教育は州権に属するという合衆国

憲法原理に基づき，州政府は，公教育に対する股高権威

としてそれに広く関与した歴史を持っている。州政府の

権限と影櫻力は公教育の諸傾城に及んでいるが，州レベ

ルの研究は‘地方・連邦に比べて等閑に付されてきた、

問題の所在

小論が，アメリカにおける「学校選択自由化｣I）を主

題として設定する理由は，この問題がⅢ近年社会的・学

問的に重要性を増していることに大きく起因している。

｢学校選択自由化」や「教育バウチャー」に代表される

｢教育自由化」構想は，１９８０年代，アメリカ，イギリス，

日本において，レーガン，サッチャー，中曾根という

｢新保守主義」と称される政治家の強力なリーダーシッ

プのもとに検討された教育改砿問題であった。これらの

国々では，８０年代は，主として経済界の要請によって，

｢競争原理・民営化」という教育問題の解決方法が公教

育の場に導入されようとした時代であったともいえよ

う2)。このような「経済先進国」と呼ばれる国々の社会

経済的事情と救育改革の内海の解明を試みることは，社
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しかし，1960イド代以降，州教育支'11の増大化にともな

い，公教育財政，カリキュラム，アカウンタピリティな

どに関する多くの政策が，州レベルの教育政策決定機関

において決定されるようになり，州の教育政策はアメリ

カの公教育に多大の影響力をもつようになった。それに

つれ，州議会，知長部局，および教育行政機関で行われ

る教育政策決定過程は，近年特に研究者に注'1されるよ

うになってきている8)。

小lMiでは！特に，米国述邦政府によって，「学校選択'２１

由化」のモデル州として支持されたミネソタ州のllIiljll定

法を事例として取り上げる。そして，同州の「中等後

教育選択法」（PostsecondoryEnrollmentOptionsＡ

ｃｔ,Ｍ・Ｓ､123,3514,以下，ＰＳＥＯ法）がいかなる継練を

へて成立し，どの様な結果をもたらしつつあるのかを，

アメリカ教育改革の動向と関連させながら以下に考察を

試ゑる。具体的には，法規の成立から実施・結果までを

分析する作業を行うが，その方法的特徴を明砿にするた

めに，ここで，小論が規点・枠組承を依拠しようとす

るアメリカの政策科学研究，特に州レペルの教育政治学

研究の動向と問題ＩＮＩ心・方法論的課題について言及した

い。

アメリカでは，教育行政学の新しい潮流として，従来

の管理科学の系譜を越え，教育行政過程を政治過程と認

識し，教育行政における政治現象を経験科学的・実証的

に究明しようとする教育政治学（PoliticsofEduca･

tion）という学問分野が，１９７０年代に成立し，活発な学

１１１１的努力が進展しつつある。その中で，州レベルを対象

とする研究の多くは，州議会や州教育行政機関などにお

ける「教育政策アクター」の特性，役割，影響力，行IHI

の規定要因，リーダーシップ構造の分析に箪点を侭くも

のであった。一方，教育法や行政規則施行後のインパク

トを生み出す規定要因の分析を試みる研究も｣櫛えつつあ

るが，まだあまり蓄積されていない。

このような学史的流れの中で，教育政治学研究の探題

として，しばしば指摘されてきたのは，研究の重点が主

として教育政策の成立過程に満かれてきたということで

ある。教育行政の政治過程を，①政策形成，②政策111力，

③政策実施，④政策結果，という４段階に分けた場合，

①の段階におけるアクター・政策争点・政治的妥協の分

析などが研究の中心であって，政治過程の最終段階であ

る④の局面を対象として，「その政策によって誰がどの

ような利益・不利益を受け，いかIこ反応したか」といっ

た側面に関心を持つ奨証的な研究の積み重ねは必ずしも

充分ではなかったｲ)。

小,論のとりあげるミネソタ州の'|『例についても，すで

に，政簸決定過稗の分析に重点をおく詳細な研究5)があ

るが，教育行政の政治過程の終点である学校において，

どのような反応が起こり，生徒はいかなる影響を受けて

いるかという，救育学研究において最も砺要と),L(われる

'１１１題は，そこではあまり問われていなし､。

このような教育政治学研究における問題関心・方法論

の課題を克服するために，小論は，教育改革の社会的背

Ｍｎ政策の成立過程，その終点である生徒・学校の反応

までの全過程を対象とし，ケース・スタディ・アプロー

チを試み,その政治過程と結果との関連を明らかにし,法

の意図した初期の目的をこの政策が達成しているのか，

といった点の解り1に主眼をおく。具体的には，アメリカ

の「自由化」の動向と，そこにしめるミネソタ州教育改

革の位置を指摘し，ＰＳＥＯ法の成立過程・法規の内容，

その受容・利搬配分の動態を分析し，アメリカにおける

｢学校選択自由化」の可能性を探ることにしたい。

１．ミネソタ・プラン

l）「学校選択自由化」の動向

１９８９年１月，ホワイトハウスと教育省の主催によっ

て，「学校の改善，親の権利拡大」を目的として，「学校

選択に閃するホワイトハウス・ワークショップ」が開か

れた。「学校選択自由化」を主要な教育政策として進め

るブッシュ次期大統領，レーガン大統領，カパゾス教育

長官，自由化モデル州とされるミネソタ州のパービッチ

知事を主な発言者として，全ＩＩＳＩから約200名の教育関係

篁勝が参加し，親と生徒が子供の通学校を自由に選べるよ

うなiljll度づくりの推進をｉｉｉ認した。

アメリカでは，居住地域によって通学校を特定する初

標・中等教育制度がとられているが，同じような所得層

の家庭が－地域に集中する傾向が強く，かつ教育財源に

しめる地方学区の財産税収の割合が高い為，学区による

学校間格差が大きい。こういった事態の改善のために，

現在，約２０州が学校選択に関する法律制定に踏み出し

ている。プッシュ大統緬，教育長官は，「親に選択権を.ク

えれば学校間の競争がましてアメリカ全体の教育レベル

が上がる」とし，ミネソタ州をその典型として支持し

た6)。

アメリカでは，「学校選択[''''化」や「学区の見直し」

は，１９６４年の「公民権法」以降特に，７０年代のジョン

ソン大統領による社会福祉的教育政策推進時には，人稲

統合・学区による不平等の解消を目指し，マイノリティ

のための機会均等化政策として検討された。－ﾉｱ，ジャ
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によって，「諸州は，全米一位のミネソタ州（91.4％）を

見習うべきである」と指摘されている（全米平均

715％)8)。また，学生のＳＡＴ（進学適性試験）得点平均

は，８４年度では，「言語４８１．数学539」であり，全米

平均「426.471」に比べて高い。

しかし，ＢＷＡ社の調査報告は，ミネソタ州の生徒の

成縦はゆっくりとだが雌実に停滞し，州立大学等におけ

る特別補習コース（remedialeducatiolI，主として学力

イミ足の所規人学者を対象とする）は増加しており，州の

産業界では川新視採用者の技術・労働態度に対するイミ満

が高まっているとした。そして，教員・行政官らが現状

の生徒の学習状況に対し肯定的であるにもかかわらず，

｜司州の学校制度は「もっと学びたいと欲する生徒」の要

求を満たしていないと結論づけた。そして，「地力学区

のⅡ｣澱をふやさずに〆初等・中等教育をiti構築する」

（restructuring）事を目指す教育改革案ミネソタ・プラ

ン(MinnesotaPlan）が作成された。

（３）ミソネタ・プランの内容

ミネソタ・プランは，現在のＫ-12年生の学校制度を，

「Ｋ､６年生の初等教育」「7-10イ1乱生の学ｌ１ＩＩ的教科（aca‐

denlicsIudi“）習得を中心とする中等教育」「ハイスク

ール１１．１２年生の選択コースと大学など中等後教育機

関が競合する専門教育」の３段階に再組織し，「各段階

修了時に，州一斉学力試験を行う」事を中心とした包括

的教育改革案であり，具体的には，以下の５つの内容で

櫛成されている，)。

まず，．①教育内容に関しては，「コミュニケーション

（説翠書き)，：社会科学，数学・科学などの基礎教科の習

得を徹底し，７－１０年生は，他の学校，学区外の学校な

どで選択科||を履修できるようにする。②教育アカウン

タビリティ政策として，州による単一の般小限能力テス

トを,６年生・１０年生の修了時の２度行い，教員や行

政官の効率を測定する為の手段とする。③卒業要件を':|’

等教育段階では減らす。さらに，その決定権を現在の州

から地方学区に移し，カリキュラムと指導に関する地方

分権を強める。④Ｋ－１０年生において基礎教科をマスタ

ーした後，より広い教育選択を可能にする為に，１１．１２

イ1A生では，生徒は[1分たちの将米のキャリアに合うよう

なオールタナティプな教育を選択する。これに関して

は，教員チームによるカウンセリングが行われる。⑤教

員採用時の専門能力試験や職務達成度評I1iliﾙﾘ度導入を行

うべきであるというものである。

ミネソタ・プランの立案には，州の教7i専門家'よ一切

加えらｵ'なかったが，これは，州知事等によって支持さ

米国ｿ１１(lill定法にみる

パンショック．トヨタショックと称される８０年代では，

学校選択という競争原理による教育の「質」の向上と，

それによる良質な労働力の確保を目指そうとする政治

的・経済的効果優先で教育政策が決定されたといわれ

るｏ

現在，各州で,州主導の教育改革が進められているが，

ミネソタル|は，１９８５年に，州内全域の公立へイスクール

の１１．１２年生（日本の高校２．３年生に該当）全員に，

州の財源によって，中等後教育機関（公立・私立大学，

技術専門学校，コミュニティ・カレッジ等）にフルタイ

ムまたは，パートタイムで在籍することを認めるＰＳＥＯ

法）を，全米で初めて実施した。また，８８年には，州内

の幼稚園から１２年生を対象に学区外選択を認めるオー

プンエンロールメントを導入した。

(2)ミネソタ州の経済・教育状況

ミネソタ州の「学校選択自由化」政蝋は，ミネソタ企

業連合(MilmesotaBusinessPartnership,ＭＢＰ）の主

導で始まった。ＭＢＰは，１９７７年に，３Ｍ社やゼネラル・

ミルズ社等，同州を拠点とする有力企業（州の雇用市場

の三分の一を握ると言われる）の役員によって，「州の

長期的経済問題を検討し，活動計l[iji・優先事項等を決定

しⅢ州内の政治的合意を形成する」ことを目的として結

成された経営者団体である。８３イドに教育長'[｢の諮問委

員会「優れた教育に関する全米審議会」の報告書『危機

に立つ国家』によって，アメリカの生徒の学力低下の指

摘や，ハイスクールにおける教育改革の勧告が行われた

のに影響を受けて，ＭＢＰは，ミネソタ州の将来の経済

的要求に適う人材養成に向けて，州の教育改革を進める

合意をもった｡そして，８３年に，ＢＷＡ社（BWA

ssociats，１９８０年に設立された教育調査・政箙分析を専

門とするカリフォルニア州の民間教育コンサルタント会

社）に２５万ドルを提供し，州の幼稚園から１２年生（以

下Ｋ－１２年生）を対象とする調査・教育改革立案を依

頼した7)。

ミネソタ州の人口は，アメリカ全体の約２％，白人比

率は約９５％，同国の中では人種的葛藤・文化的多元性

が小さい。保守的で標準的なアメリカ中間層・レーガン

｣政権を支えたとされる「サイレント・マジョリティ」が

住み，この国の精神的バックボーンを体現すると言われ

る中西部に位置している。産業の中心は，伝統的な農業，

製粉力11工業Ⅲ鉱業に加えてコンピューター産業である。

同州のＫ－１２年生を対象とする教育状況は，長いIlll

ifYiくriIlilIiされてきた。特に，，､イスクール卒業率は高く，

８８年度「各州教育達.成度一覧表」発表時には，孜育次Tl．
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れ，その後の同州の救育改革のベースとなった。また’

50州の知41Fが加盟する全米知41P会の初の教育政策報告

書『成果のとき』においても，中等教育段階での教育選

択モデルとして評価されるに至った｡５つの内容のうち,

①の「基礎教科の血視｣，②の「州による最小|股能力テス

トの実施｣，⑤の「教｢IlliiliIllli政雛」は,『危機に立つ'茎'家』

とほぼ共通する内務であり,満州においてすでに進めら

れている政策である。これに対し，ミネソタ州が，この

プラン公表後，教育改j11kの中心にjl1lえて孫lI1した政策

は，①の「学区外選択｣(オープソエンロールメント）と，

④の「１，．，２年生における選択的専門教育」(PSEO法）

の推進であった。

この理由については，｜剛州が，この改革以Ililから,学

校選択に対して積極的な「政治風土」(pOlitiCalCUltUre）

をもっていた点が指摘されよう○レーガン政権が学校選

択の拡大の為に導入しようとした，私立学校をも含めた

連邦レベルの授業料税額控除法案は，結局成立しなかっ

たが，ミネソタ州は，すでに，１９５５イドに,授業料控除制

度（tuitiOntaxdeduction）を採川し，私立．公立学校

に通っている子供の放育費について州所得税控除を認め

(Ｋ－６年生の子供一人につき肢ﾊﾞ6500ドル’７－１２年生

は最高７００ドルまで)私立学校を選択した家庭を援助し

ている10)。

第３２号１９９１

親は基本的に州の救育状況に満足しており，大きな変化

を望んでいない。ミルウォーキー，セントルイス等で実

行されているｏＥは，連邦裁判｢ﾘfの要請による人種差別

撤廃の方策として行われているもので，ミネソタ州の事

情には合わない」とし，否定的立場をとった。対象学年

がＫ－１２イド生とlllliilu《<，化化の転学が多い場合は，正常

な学校経営を附難にする（生徒不足などによる廃校等）

恐れがあるといった理由から公立学校側の反対が強く，

ＯＥは下院で承,脳されたものの，８５年６月上院で否決

された。しかし「学校選択目山化」を強く求める知事

は，ＯＥに代わる妥協案としてＰＳＥＯ法を同議会に提出

した。これは，近年の入学者数の減少を憂慮していた中

等後教育機関が，学生確保などの理由から積極的に支持

したことなどから可決され，９月から実施されることに

なった。この法規の発効は極めて早く，州教育局が至急

ガイドラインを作成し，各学区・ハイスクール・中等後

教育機関に対して悩鞭提供を行っている。

近ｲﾄﾞの州制定法によるアメリカ教育の中央集権化につ

いては，「知事および議員が急スピードで，大衆のムー

ドを法律に盛り込もうとする」状況が全米におきつつあ

るとの指摘があるが'１)，ミネソタ州においても同様な動

きがみられる（,:_ピッチ知１１:は，ＰＳＥＯ法による「教

育改革の成功」を機種的に選挙活動で用い，８６年に再選

される｡）

アメリカのⅡ|レベルの教育行政においては，州議会・

州教育委員会・州教育長・州教育局・州知事（部局）・

教育利益固体（教育団体・管理職団体など）・納税者団

体・経営者団体などがアククーとして指摘されるが，ミ

ネソタ州のＰＳＥＯ法導入過程では，経営者団体と知事

(部局）と州議員が主導権を握り改革を押し進めている。

政策の立案は，民|Ｈ１教育コンサルタント会社と知事部局

が中心に行い，教育委員会や州教育専門家は力を持たな

い。８０年代のアメリカの州主導の教育改革においては，

従来の地方学区の力が弱まり，それと共に，教育行政が

一般行政に取り込まれ，教育改革が，地元政治・経済団

体の柵想が優先された政治的争点になりやすいと指摘が

あるが，liiMlIの教育改革は，それと一致する経緯をたど

っている'2〕。

(2)ＰＳＥＯ法の特色

ＰＳＥＯ法の主要な内容は，「公立高校の１１．１２年生

全員を対象に，フルタイムまたはパートタイムで，州内

の公立・私立大学，職業・技術専門学校，コミュニティ

カレッジなどの中等後教育機関の諸科目を履修する事を

認める」というものである。そして，中等後教育機関に

２．ＰＳＥＯ法の成立経緯と内容

(1)オープンエンロールメントとＰＳＥＯ法

ミネソタ・プランは，救育改革に意欲的な州知事・ｌＩｌ

議員・市民連盟によって支持された。教育委員の経歴を

持ち，ＭＢＰの役員にも加わっていた州知事パーピッチ

(RPerpich）は，プランをもとにした「卓越性への接

近」(AccesstoExcellellse）と題された包括的教育改革

議案を，８５年の州議会に提出した。これはオープン・エ

ンロールメント（OpenEnroIlment，以下ＯＥ）を中心

とする学校選択目lil化案であった。

ＯＥは，Ｋ－１２年生が居住学区外の公立学校に通学す

ることを認め，それに伴う費用を交通費を含め州が負担

するプログラムであるがⅢこれに対する州の教育利益団

体の反対は強かった。教育群議会公聴会において，州教

育委員会会長オルソン（J・Olson）は，「ＯＥは，州の

教育行政に関する力を強め，ローカルコントロールを

侵す」として強く反対した。また，ミネソタ教員連盟

(ＭＥＴ）のロビーストであるヘーマソソソ（Ｒ・Herma昨

Son）らは，州議会公聴会で「学校選択の導入には異議

はなく全体としては枚育改革を支持するが，ミネソタの
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ランから始まる教育改革過'1Aとその'Ｈ容を見る|股')，

「親と子の教育選択権」や７０年代の強制パス通学のよう

な「致育環境の公｣Eの実現」という「教育の理念」に関

係した問題へのアプローチではない。法規の目的の一つ

が，「ヘイスクールとカレッジの競争を促進する」とな

っているように，ヘイスクール１１．１２学年と専'３１１.高

翰教育段階を鏡ｲﾔさせ，iIi場原理導入によって，数育の

「質」の向上をはかろうとするものである。州経済に資

する腿ｌＩｊ者育成を[|指し，専門・高等教育をハイスクー

ル11.12年生にまで降ろし,中等教育段階を実質的に

６１Ｆから４年に短縮する意図を含んでいる。

３．「自由化」の結果

（１）生徒の選択の傾向

ＰＳＥＯ法実施初年度（85-86年度）は，州内全４３５学

区のうち２７２学区の３３０のilYli校からⅢ31668名の学生

が，７４の中等後教育機関の1譜科目を選択した。こｵ'は，

州|の１１．１２ｲﾄﾞ化の約２％に該当する。プログラム参加

者のIﾉ}訳は，１１ｲ|判軋が27.2％，１２年生が72.8％，また，

女性が63.9％，男性が36.1％，となっている。州教育局

がPSEＯプログラム参加荷1,000名に対して行った調

査（炎1-8）によれば，ゾＭグラムに関する重要な情報

提供者は，同校のカウンセラー，友人であり，参加を特

に勧めたのは，主に，親，商佼のカウンラーセとなって

いる。一方，滴j佼のカウンセラーの７６％が，プログラ

ムについて「すべての」生徒に情馴を与えたと回答して

いる。

米lliUIIiljU定法にみる

おける生徒の学習に饗する費川（授業料･数材・移動に

要する交通費を含めて）は，もともと生徒が通うはずだ

った高校の所属する学区が，その生徒一人あたりの数行

費をプールし，単位数に応じて受けいれ機関（私学も含

む）に支払う方式をとる。費用のうち足りない分につい

ては，生徒一人につき年間3,000ドルまでをｌ:限とし‘

州の教育費から受け入れ先に支払われる。また，中等後

教育機関において習得された単位は，はじめ，ヘイスク

ールの卒業単位として認定される。そして，生徒はハイ

スクールを卒業した後，もう一度，その単位を中等後教

育機関の学位取得単位として申請することが可能であ

る。つまり，実質的にはハイスクールと中等後教育機関

の両方の単位として認定される。この法規によって，ミ

ネソタ州は州内の全１１．１２年生を対象に中等後教育機

関への早期入学を全米で始めて認める事になった。

(3)ＰＳＥＯ法の内容

ＰＳＥＯ法は，「①厳しい学問的教育の追求，②生徒へ

の幅広い選択肢の提供，③ハイスクールとカレッジの競

争の要凶を作ること」を|]的としている'３)。「自動車ｊｉｕ

転者教育」「結婚・大人への準備」といった，「｣卜学問的」

な選択操１１取得へ流れがちなヘイスクール１１．１２年生

に，専１１｢1．商等教育の場を提供することを|｣指してい

る。これは，１９５５年ごろより一部の大学とヘイスクー

ルにおいて実施されてきたアドバンスト・プレースメン

ト・プログラム(AdvancedPlacementProgram，以下

ＡＰ）と同じ'三Ｉ的を持つといえよう。ＡＰは，「学力優秀

な」生徒を，在学中に「ハイスクールに設職された特別

進級コース」に圧鯖させて，主としてハイスクールの教

員による指導の下にⅢ大学レベルの教育を行い，大学入

学試験協議会(CEEB)による試験に合格すれば，大学の

単位として認定するものである。中等教育と,満等教育の

接続関係を改善し，一般教育の教科内容の重複を無く

し，学習年限の短縮を図ることを|｣的としている。

このＡＰに対し，ＰＳＥＯ法は，「中等後教育機関の授

蝋に」「優秀な」生徒も「優秀でない」生徒も出席するこ

とを認め，経済的に援助する。その機関で地位がとれれ

ば，特に単位認定のためにカレヅジポードなどの試験を

受ける必,要はない。ＡＰの推進は，ポイヤー搬告などで

も強調されているが，ミネソタル|では，ＰＳＥＯ法成立以

前，州教育局の積極的な勧めにもかかわらず，高校の

ＡＰへの参加は，他州より低かった。こういった事情を

改善し，優秀な生徒の高等教育への早期人学促進を|｣的

としてＰＳＥＯ法は制定されている。

ＰＳＥＯ法による「学校選択〔IIll化」は，ミネソタ・ブ

表ｌプログラム参加の理由（複数解答）

カレッジ進学に向けて有利なスタートをきる’８７．6％

高校では習得できないコースを取りたい’６８．

畷
一
蝿

高校のコースで退屈したくない

進学するか否か決定するための参考にする

６５．

3４．

甥
｜
脇

卒業後どの学校に進学するのか参考にする’２４．

炎２プログラムの重要な情報源（複数解答）

鷺
高校のカウンセラー

友人

メディア '28.8％

親 21.8％

パンフレット 19.6％’
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表３プログラム参加を勧めた人物（複数lu1答）

第３２号1991

(2)各中等後教育機関での生徒の成績

科Ⅱの選択パターンで蚊も多かったのは，各中等後教

育機関で１年間に１科上|だけとるタイプであり(28.6％)，

以下，２科目（18.7％),３科lE1（10.9％）と順に減ってい

く。教育局は，１年間に中等後教育機関で「１２科目以

上」履修した生徒を，「フルタイム」選択者としている

が,その割合は7.2％，州の全11.12年生のうち0.01％

である（表６)。

学生の大部分は，「ペートタイム」に中等後教育機関

に在学し，自分の興味ある科目を取りつつ，依然として

同校と接触している。単位取得を早め，大学の早期卒業

をII指すというよりも，多くの生徒は大学入学の準備段

階としてPSEＯプログラムに参加したといえよう。選

択された科'1の内訳は，人文系科学（社会科学，社会工

親 74.8％

高校のカウンセラー 62.7％

中等後教育機関のカウンセラー 49.5％

友人 48.9％I

高校の教員 40.0％

表４生徒の学校選択理由（複数回答）

地理的な近さ・通学の便利さ 87.3％

48.0％

38.3％

27.8％

親がその学校に対して良い評価を与えている

高校卒業後，その学校に入学したい

友人がその学校に通っている

表６－年間の履修科目数による生徒割合他の学校よりも多く勉強できる 25.5％’

６－８科目履修１科目履修者28.6％
炎５選択校の内訳

9－１１〃２，，18.7％
49.3％コミュニティ・カレッジ

３，，10.9％ 12-14〃

ミネソタ州立大学機構 ''7.4％̄

'17.0％
１５科目以上４〃8.3％

ミネソタ州立大学
５〃6.2％

技術専門学校 10.0％
￣

6.3％ 表７選択科目の内訳私立カレッジ

37.0％人文系科学
選択された中等後教育機関の内訳は，コミュニティ・

カレッジが49.3％と鮫も多く，以下，ミネソタ州立大

学機構，「i1jl州で肢もレベルが闘い」と言われるミネソ

タ州立大学，技術専門学校，私立カレッジと続く（表

5)。それでは，生徒はどのような理由で，谷中等後教育

機関を選択したのであろうか。これについては，「地剛

的な近さ・通学の便利さ｣，「親のその学校へのiiililllli｣，

｢高校卒業後，その学校に入学したし」が主な理由とな

っている。また，プログラム参加者の８４％が，それぞ

れ選択した中等後教育機関への通学時間は「３０分以内」

であると答えており，地理的な接近性が最もIE要視され

ている。そして，居住学区には希望する科目・コースを

持つ学校がないという理由から，規模の小さい学区から

大きい学区へと移動する傾向がみられた。まとめれば，

｢１２年生・女性を中心に，通学３０分以内の中等後教育

磯関，主にコミュニティ・カレッジの選択」が行われた

と言えよう。参川l者の人繍比率は，111人が95.3％，アジ

ア系が2.3％，黒人が1.3％であり，｜,ﾘ州の人徳比率を

ほぼ反映しているⅡ)。

コミュニケーション関係 24.8％

12.1％数学.:科学

5.5％職業・技術関係

20.0％その他

表８高校生の各中等後教育機関での成績

24.6％

27.9％

20.6％

4.2％

Ａ

Ｂ

Ｃ

，

0.7％
￣

14.6％

Ｆ

評価外単位

出典：喪１－８まで

MmnesotaStateDept･ofEducationPostsec‐

ondaryEnrollmentOptionsProgramFinalReport，

1987,ｐｐ２４－３０より作成。（対象：3,668名）
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人）に，州内全域にわたりＩ'}住学区外の公立学校を選択

するＰｌｉを認め，それに伴うYY用は州が支払うことを規定

した。これにより，実施初年度(88-89年度）が４３５人，

二年度（89-90年度）が約2,500人，学区外の初等・中

等学校を選択している１７)。「自由化」の反応は現在の段

階では小さく，市民による学校選択の「自由化」iiiIiの支

持と「実際の行動」は一致していない。ミネソタ州にお

ける生徒の移動の少なさは，ルーラル・アメリカという

地理的条件や，もともとの教育状況の良さなどが考えら

れる。人種，民族的葛藤，文化的多元性，学区・学校間

格差の著しい他州や大郁iii等で行われた場合は，また異

なる結果が予想されるであろう。

ＰＳＥＯ法の「教育効果」と社会的影響については，実

施から年数が浅いため論及できないが，同法は，全州教

育審議会などにより支持され，。■ラド，オハイオ，フ

ロリダなど１１州によって採用されることになった（州

によっては，DuaLEnrollmelltProgramなどの名称を

とる)'8)。そして，８９年５月，カパゾス教育長官は，「ア

メリカの３つの赤字一予算・貿易・教育の赤字一のう

ち，予算・貿易赤字は，教育赤字の解消に挑まないかぎ

り解決されない」とし，その方策としては初等・中等教

育|Ⅲ瞳を１１jlM薬する学校選択が基本となる」との見解を

発表し，「選択の自由」をさらに進める方針を強調して

いる'0)。学区制の見直しや公立学校における「学校選択

自由化」は，８０年代においては，各州レベルで進められ

たが，その結果が，政策形成者たちの意図を達成するの

か，また，ル|制定法による教育改革が，述邦・州・地方

学区の力関係にどのような彫僻をもたらすのかといった

点は今後も注目される。

米国州制定法にゑる

学，雌史，外|]iM6)，コミュニケーション関係(英祇，ア

メリカ文学）が半数を占める（表７)。

では，高校生は，各中等後教育機関でどのような成絨

を修めたであろうか。彼等のとったコース総数，15,079

のうち，Ａ評価は24.6％,Ｂ評価は27.9％であり，半

数以上が，Ａ・Ｂの良好な成績となっている（表８)。l側

修科日数の少ない生徒も多い生徒も，成績においてはあ

まり差異はないが，最も数多く選択した生徒達（１５科１１

以上）は総じて高い成績を修めている。また，私立カレ

ッジを選択した生徒は成績がよく（Ａ・Ｂが，全体の

75％)，コミュニティ・カレッジを選択した生徒は，やや

不振である（Ａ・Ｂが，４７％)。参加者によって指摘され

たこのプログラムの問題点のうち雌も多かったのは，，1.6

校と中等後教育機関に二皿在籍する際のクラスのスケジ

ュール調整であった。また，生徒の多くは，中等後教育

機関における授業は，高校よりも難しかったと答えてい

る。平均像をまとめれば，「人文科学，コミュニケーショ

ン科目を中心に，－年間に1-3科１１の選択が行われ，そ

のうち約半数の科目が優秀な成績で習得された」といえ

よう。また，ＰＳＥＯ法は，転学した生徒の授業料・交通

費等の不足分を州教育費が援助することを規定している

が，州|の］１．１２年生の約２％の移動に対し，州教T1jUU

の負担増は0.01％，１１．１２年生対象予算の0.02％であ

り，大きな変動は起きていない。

(3)「自由化」酷支持と実際の行動

ここで，アメリカ市民の「学校選択自由化」への意識

はどの極度なのか見て染たい。1990年４－５川に行われ

た第２２回ギャラップ教育世論調査では，「居住地域にか

かわらず，生徒と親が自由に公立学校を選択することを

認めるか」という質問に対して，「賛成６２％，反対３１％，

わからない９％」と，前年に続き支持層は多い！`)。また，

1985年に行われたミネソタ州民・２００３名を対象とする

アンケートでは，「学校選択」政策の中でも「自由化」の

度合いが高い「教育バウチャー制度」の導入に対して，

有回答のうち５４％が賛成している'6)。しかし，ミネソ

タのＰＳＥＯ法初年度の生徒の選択は，州の全１１．１２年

生の約２％，そのうち中等後教育機関「フルタイム」選

択者となると，対象学年の0.01％に止まった。（その

後，実施２年日についても，ほぼ''1様な選択傾向が出

た｡）

一方，前述したオープンエンロールメントは，その

後，再びミネソタ州議会に提出され，８７年に成立した

(ＳＤＥＯ,Ｍ・Ｓ、123.3515)。「人極バランスに深刻な影蝋

を与えない」という条件付きで，Ｋ－１２年生(約723,000

論結

小i術は，従来の教育政治学研究が，教育政策の政治過

狸の岐終段階である教育サービスの受容者・生徒のレベ

ルを看過しがちであったことを重視し，その方法的課題

を克服するために，教育政策の全政治過樫を対象とする

ケース・スタディを試ゑた。そして，生徒の受容動態を

分析することに重点をおきながら，その政治過程と結果

との関連を明らかにするＪ１に主眼を置いた。まず，ミネ

ソタ州が「ＳＡＴ高得点」「ヘイスクール卒業率の高さ」

を理由として，連邦政府によって望ましい教育行政のモ

デルとして評価されており，アメリカの教育改革が目指

す方向性を示す事例であることを指摘した。しかし，

同lllでは，州によって人極・民族のバランスが異なり，

また，州教育行政機関とローカル学区の力関係も様々で
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あり，人種問題や教育行政の管輔問題の絡んでくるミネ

ソタ州の「自由化」政策が，簡単にアメリカ全州に及ぶ

とは解せない。したがって，ＰＳＥＯ法のアメリカ全体の

教育行政に対する意義・影響・効果を判断するにはさら

に時間が必要と思われる。

第二に．ミネソタル|・ＰＳＥＯ法の成立過程で，リーダ

ーシップを発抑したのは，従来有力なアクターと見られ

てきた教育委11会ではなく，州知'艸州縦貝・地元経済

界の有力者であることを指摘した。さらに，教育改革問

題は，州指導者たちによって政治的争点の一つとして把

握されており，この教育政策決定過程の「政治化」現象

は，近年のアメリカ教育行政全体の傾向でもあることが

認められた。

第三に，ＰＳＥＯ法は，専門．高等教育をハイスクール

上級学年に降ろし，中等教育段階を短縮しようとする意

図を含んだ政策であることを提示した。そして，同法は，

アドバンスト・プレースメント（ＡＰ）と，同一の目的を

持つものであり，特にミネソタ州においては，ＡＰの代

替政策として導入されている。

第四に，「専門・高等教育の早期化」という政策形成

者たちの積極的な意図に反し，高校生のＰＳＥＯ法への

参加者は少なく，その反応は穏やかであった。参加者の

ほとんどが，学校・科Ⅱ選択の一つのバリエーションと

してプログラムに参加したことが認められた。ギャラッ

プ調査などにゑられる「目[h化」Ｍｉの支持率の高さと，

親・生徒による学校選択の現実は乖離していることが指

摘される。しかし，本研究の対象が主として実施初年度，

また，教育事摘良好といわれるミネソタ州を対象として

いるため，この政策の評価を決定するにはまだ限界があ

り，試論の域を出ない。

第五に，小論では，学校選択を巡る教育政策の歴史を

考察の要因としては組み入れなかったが，過去の政策の

系譜も考慮して検討を加えれば，教育政策史研究にとっ

て有効な視座を得ることが出来よう。例えば，「冷戦」期

の１９５０年代に始まったＡＰと．「経済危機」の８０年

代に進められたＰＳＥＯ法の，成立背景．政策内容には

共通項が多い。その政治過程の定式化が可能なら，社会

変動と教育変動の説明理論を柵築する際役立つであろ

う。本研究にあたっては，アメリカの社会経済的背景と

教育改革の関迦が強く愈識されたものの，，liIi兜の方法を

持たなかった。政治的・社会的背景をさらに分析し，理

論的体系が開発されれば，「教育自由化」問題を対象と

した各国教育の比較研究も可能となろう。

最後に，第五と関わって今後の研究課題として残され

第３２号１９９１

るが，小諭が'１Ⅱ題関心・ノア法諭を依拠した教育政治学研

究は，まだ理論的発展段階にある研究分野である。個別

調査の系統的整理・経験的な一般化を行い，相互関連し

た命題・理論を綿糸だす作業が今後重要になると思われ

る。小論で試承たようなケース・スタディを，公教育行

政と「学区制・学年制」にかんする一般jM11論へと発展さ

せていく'１$は，今後の筆者の課題であるぃ
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